
　町では令和3年10月1日から新たな公共交通体制での八峰町巡回バス試行運行を行っていま
す。当初、試行期間を令和4年3月31日までとしていましたが令和4年9月30日（金）まで期間
を延長します。
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5か月間で延5,014人の利用がありました。

【路線図】【巡回バスルート別利用実績（10月1日～2月28日）】

①大久保岱・岩子・
　　　　　畑谷方面 
②大信田・石川・
　　　　　強坂方面 
③内荒巻・石川・
　　　　比八田方面 
④岩館・目名潟方面 
⑤岩館(海岸沿)・
　目名潟・本館方面 
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【月別推移】

八峰町巡回バス試行運行の
期間延長について

月平均（人）延利用者数（人）運 行 日巡 回 ル ー ト 
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１日平均利用者数は10月から12月まで増加しました。
１月は例年以上の大雪やコロナ感染者数の増加等が影響
し一時的に利用者が減りましたが、2月以降は増加傾向
にあります。

－試行期間の延長理由－
「バス利用」は１月を除くと比較的順調に推移してきまし
たが、「バス運行」に関しては複数回の遅延（バスの遅
れ）がありました。これを踏まえると、本格運行前により
安定した「バス運行」を行うために、年間を通し各時期の
遅延要因の把握と、その予防対策を講じる必要がありま
す。そのため、試行期間を延長させていただきます。

■問合せ先  企画財政課  ☎７６－４６０３

各ルートの終点は
「道の駅みねはま」
です。
能代方面に行くに
は「道の駅みねは
ま」で秋北バスに
乗り換えます。
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https://jp.rwe.com

RWE Renewable

RWE Renewables Japan G.K.

3月（やよい）
寒い季節がもうすぐ終わる。
家の「床下換気口」を開けて、
春の風を通す。

後藤徳行建築設計事務所
八峰町峰浜畑谷

ノリユキ

　スマートフォン等で町税等納付書のバーコードを読み取り、決済アプリから納付することができます。時間
や場所を問わず町税等の納付が可能となりますので、ぜひご利用ください。
●利用できる町税等
　　町県民税 (普通徴収 )、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 (普通徴収 )、介護保険料 (普通徴収 )、
後期高齢者医療保険料 (普通徴収 )、町営住宅使用料、上下水道使用料

●利用できるスマホ決済サービス
LINE Pay 請求書支払い　※上下水道使用料の納付書は５万円未満のものに限る。
PayPay 請求書払い

●利用開始
　令和４年４月１日から
●利用できない納付書
　・バーコードの印刷がないもの
　・汚損等でバーコード読み取りができないもの
　・金額を訂正したもの
　・納期限を過ぎたもの
　・納付書１枚の金額が３０万円を超えるもの
●利用する際の注意点
　・金融機関やコンビニエンスストア等の店員がバーコードを読み取るのではなく、利用者ご自身のスマート
フォン等で決済までの全てを行っていただきます。

　・利用者に手数料はかかりませんが、ご利用にはスマートフォン等へのアプリダウンロードや利用登録が必
要です。

　・領収書や納税証明をすぐ使う方は、スマホ決済ではなくこれまでどおり金融機関やコンビニエンスストア
等で納付してください。

　・スマホには 八峰町へ、いつ、○○円払った という履歴しか表示されません。税金等の種類や期別の表示は
されませんので、支払った納付書にメモする、または廃棄するなど、二重に納付しないようご注意ください。

　・口座振替利用中でスマホ決済を希望する場合は、スマホ決済へ切替えの手続きが必要となりますのでご注
意ください。

■問合せ先　税務会計課　☎７６－４６０４

～４月から町税等をスマートフォンアプリで納付できます～

スマホ決済利用開始のお知らせ
～４月から町税等をスマートフォンアプリで納付できます～

スマホ決済利用開始のお知らせ

アプリのダウンロードは
こちらから

【PayPay】 【LINE Pay】
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